
六

葦
囲
解
雲
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日
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不
動
産
貸
管
業

の
地
方
間
課
税

罎

旅
幕
府
産
物
會
所
設
立
計
書

に
つ
い
て
・

一時

論
}

=
新
地
租
棄

を
雫

.

奉
勢

米
債

に
就

レ
て

:

:

旧
:

設

紳犯

猫
逸
仲
工
業
金

融
磯
誰

H巳
=
。・三
①。・。ご
塗

.

米

の
銘
柄

別
短
期
清
算

取
引

を
評

す

・

雑

録

消
費

組
合

に
よ

る
米

の
配
給

・
・
…

段
別
割
の
存
在
理
由

・
:

・

支
那
経
済

の
衰
退

ご
そ
の
復
興
問
題

:

近
江
日
野
町
志
を
讀

み
て

・

附

一鋒

新
着
外
國
経
濟
雑
誌
主
要
論
題

縫
劃

燥
蝦
赫

腕
彪
郷

縄
濟
學
士

楠

見

一

正

経
済
墨
士

今

西

庄

次

郎

経 経 経 纏

濟 濟 済 済

學 學 學 學

士 上 士 士

菅 大 安 谷

野 上 田 口

和

太 末 元 吉

耶 廣 七 彦

本
誌
第
二
十

一
巻
乃
至
第
三
十
巻
論
題
索
引



纏

濤

論

叢
繁

昌;ノ、

葺而

「

.

三

+

二
窓

第

二
號
.

(慧

箸

入
+
八
脱
)昭
和
六
年
二
月
登
行

叢

不
動
産
貸
螢
業

の
地
方
間
諜
一税

神

戸

正

雄

緒
言
(
本
論
の
目
的
)

第
一
股

木
問
題
・
解
繹
弘.
(0
封
立
す
漁
正
反
爾
解
繹
と
撲
根
捺

(0
管
業
漸
、
在
地
方
ゆ
・
・
て
麟

し
得
意

蕊

　

屋

地
方
に
て
の
み
讒

し
得
と
す
る
根
灘

窺

の
形
式
上
修
事
物
の
本
質
上
蕪

繹
私
見
値
窺

上
ひ
離

・
根
謬

裟

的
蕪

ω
二
の
到

縫

灘

雛
雛

難

雛

嚇
離

欝

巽

繁
干
.疑
。
の
重
複
課
税
.掛
念
㈲
形
式
的
課
租
物
件
逸
る

第
=
段

護

・
立
法
論
(ω
改
定
・
言

其
理
禺

改
定
・
必
署

理
・
ω
地
方
・
・
不
公
正
ω
憂

国
嵩

養

方
蓋

明
)

結

訟柵
(
全

文

の
要
旨
日)

不
動
産
貸
機
業
の
地
方
間
課
税

.

一葉
三
十
二
巻

二
八
七

第
二
號

一

一.一1L二

.



不
動
産
貸
瞥
業
の
地
方
間
課
税

緒

言口

第

三
十
二
巻

二
八
八

第

二
號

二

最

近
東

京
府

が
某

合
名
會
肚

の
所
有

に
か

、
る
丘
ハ庫

縣
所
在

の
土
地
及
建

物

の
賃
貸

か
ら
生
す

る
螢
業

利
益

に

も
、
國
税
螢

業
牧

益
税

の
附
加

税
を

か
け
把

で

い
ふ
の
で
、
其

は
既

に
兵
庫

縣

に
て
課
税

さ
れ

て
居

る
も

の
で
あ

り
、
重
複
課
税

で
あ
る
。
怪
し

か
ら

蹟
廃
置
だ

ε
し

て
、
行

政
裁
判

の
係
争

問
題

に
な

っ
た

こ

い
ふ
こ
ご
で
あ

る

此

は
實

は
租
税
論

か
ら

い
ふ
ビ
、
地
方
間

の
重
複
課
税
問
題

亡
し

て
、
將

泥
牧
益
税
相
互
關
係

の
本
質

問
題

こ
し

て
、
極

め
て
興
味

あ

る
問
題

で
あ
り
、
私

の
、
か
ね
て
よ
b
疑

問

ご
し

て
居

る
所
な

る

に
よ
り
、
輩

に
之

に
關
す

る
検
討

を
籍
し
、

一
面

、
現

行
法

の
解

繹
を
試
み
、
更
ら

に
立
法

上
の
改

正
方
策

に
も

立
入

っ
て
解
決

を

.
試

み

て
見

や
う

ご
思

ふ
。
其

は
此
種

の
問
題

に
注
意

を
彿

ふ
人

々
に
ご
り

て
は
無

用

で
は
あ

る
ま

い
。

第

閏
段

本
問
題
の
解
霜
論

↓
翌

す
る
正
反
離

響

其
根
糠

・

…
.
…

く
　鋤

螢
業

所

々
在
地

花

る
東
京

に
て
、
螢

業
所
な
き
兵
庫

よ
b
生

す

る
科
盆

に
も
課
税

し
得

こ
す

る
の
根
慷
i
其

(
は
主

ざ
し

て
、
法
規
上

か
ら

で
あ

る
。
帥

悔
、
先

づ
、
国

税
螢
業

牧
盆
税
法
第

一
條

に
は
、
本

法
施
行

地

に
本

店

支
店
、
其
他

の
螢
業

場
を
有
す

る
螢

利
注
入

に
は

、
本
法

に
依

り

て
、
軽

業
牧
益
税
を
課
す

ご
あ

っ
て
、
更

ら
に.
…
一



地

方
税
制

限

に
關

す

る
法
律

(明
治

四
十

一
年

法
律
三
十

七
號
)
の
第

二
條

に
て
、
道
府

縣
其

他

の
公
共

團
髄
は

』

定

の
制

限
内

に
於

て
螢
業
牧
益

税
附
加

税
を
課
し
得

る
こ
と
に
璽
b
、
前

記
係
争

ご
な
b
セ

る
東
京
府

は
、
其
管

内

に
管

業
場
を
有

す

る
某
會
肚

に
謝
し

て
、
其
螢
業

利
益

に

つ
き
国

税
管
業
収
益
税

の
附
加

税
を
制

限
内

の
度

に

於

て
課

し
得

る
の
で
あ

る
。
そ
し

て
其
螢
業
利
益

は
必
ず

し

も
其
會
肚

が
東
京
管
内

に
有

つ
土
地
家
屋
賃
貸

の
利

益

に
の
み
限

る
に
及

ば
海
。
其
兵
庫

に
て
有

つ
土
地
家
屋

の
賃
貸
業

の
利
益

ど

い

へ
ご
も

、
彼

が
此
地
方

に
螢
業

場

を
有
元
ざ

る
以

上
は
、
東
京

府
か
ら
し

τ
、
兵
庫

に
て
得

ら

る
、
利
益

に
も
課
税
し
得

る
。

}
方
、
府

縣
制

の

第
百

七
條

に
は

、
納
税
者

の
府

縣
外

に
て
軽
業

所
を
定

め
覚

る
螢
叢

、
若

く
は
其
牧

人

に
劃

し

て
は
府

縣
税
を
課

掛
る
を
得
書

あ
・
け
れ
こ
も
、
堕

て
前
記
窺

が
北
海
道
に
至

地
家
屋
を
有
ち
、
之
が
賃
貸
を
管
み
、
而

か
も
此
庭

に
は
螢
業

所
を
有

つ
ざ

い
ふ

に
於

て
、
此

庭

に
於

け

る
螢
業

利
益

に
は
、
東
京
府

炉
ら

し
て
管
業
課
税

を

し
得

な

い
け
れ

ざ
も
、
併

し
、
兵
庫

の
や
う

に
、
真
庭

に
彼

が
土
地
寡

屋
を
有

っ
て
賃
貸

を
行

ふ
け
れ
こ
も
偶

々
、
螢

業
所
を
看

た

漁
円
い
ふ
に
於

τ
、
其

利
益

に
は
、
東

京

よ
り
し

て
課

税
を

し
て
少
し

も
差

支
は
な

い
。
兵

庫

に
て
は
螢
業
所

を
定

め
て
螢

業
を
行

ふ
て
居

る
の
で
な
く
し

て
、,
.全

く
螢
業

所
を
定

め
す

し
て
之
を
行

ふ
て
居

る
か
ら

で
あ

る
。
其

れ
か
ら
又
、
.府

縣
制

百
八
條

に
は
、
府

縣

の
内

外

に
捗

り
管
業

所
を
定

め
て
爲
す
管
業
叉
は

其
牧

人

に
謝
し
て
本
税
を
分
別
し

て
納

め
ざ

る
者

に
射
し

、
關
係
府

縣

に
於

て
管

業
牧
益
税
附
加
税
を
賦
課
す

る

ど
き
は

、
關
係
府

縣
知
事

協
議

の
上
、
.其
歩
合
を

定
む
。
若

し
協
議

調
は
ざ

る
円
き
は
、
内

務
大
臣
及
大
藏
大

臣

不
動
産
貸
管
楽

の
地
方
間
課
税

第
三
+
二
巻

一
一八
九

第

二
號

三

●



不
動
産
貸
螢
業

の
地
方
間
課
税

第
三
+
二
巻

二
九
〇

第

二
號

四

之
を
定

む

ご
あ

る
か
ら
、
前
諾
會
肚

が
東
京

に
も
北
海

道

に
も
螢
業

所
を
有

つ
ご

い
ふ
に
於

て
、
東

京
府

は
北
海

道

こ
の
間

に
は
、
協

定
を
し

て
附
加
税
を
課
す

る
の
歩
合
を
定

め
る
こ
ε
に
な

る

べ
き

で
あ

る
け
れ

こ
も

、
兵
庫

の
や
う

に
真
庭

に
物
膿
は

存
す

れ
こ
も
螢
業

所
な

き
地
方

ε
は
、
特

に
協
議

を
駕
す

の
必
要
も
な

き
課

で
あ

る
。

だ
か
ら
し
て
此

等

の
規
定

を
綜
合
し

て
考

ふ
れ
ば

、
前
記
會

肚

の
螢

業
所

あ
る
東
京

は
其
會
肚

の
螢

業
牧

盆
附
加

税

に

つ
き
、
其
、會

肚

の
螢

業
所
な
き
兵
庫

に
於

け

る
螢
業

利
益

に
も
課

税
し
得

る
の
で
あ
り
、
却

っ
て
、
兵
庫

に

て
は
其
管
内

か
95
牧

得

さ

る
㌔
螢
業

利
益

に
は
課
税
し
得
ら

れ

漁
電

い
ふ
も

の
で

86
る
。

助

土
地
家
屋

の
吹

入

に

つ

い
て
は
、
其
所
在

の
兵
庫

に
於

て
の
み
之

に
課
税

し
得

、
他
地
方

た
る
東

京

よ
り
し

(
て
は
之
に
課
税
し
得
す
ご
す
る
の
根
膿
一
.
　

　

ニ

い
法
規

の
形
式

上
-1

前
記
會
肚

の
管
業
収
益

は
、
軍
な

る
螢

業
腹

盆

で
は
な

く
し

て
、
特

に
土
地
家

屋

の
放

く
　

沃

に
外
な
ら

煎
も

の
で
あ

る
。
然

る
に
此

土
地
家

屋
の
牧

人

に

つ
い
て
は

、
府

縣
剃
第
百
七
條

に
、
納

税
者

の
府

縣
外

に
於

て
所
有

し
使
用
し
占

有
す

る
土
地
家
屋
物

件
若

く
は
其
牧

人

に
劃

し
て
は
府

縣
税
を
賦
課
す

る
こ
ご
を

得
す

ご
あ

っ
て
、
兵
庫

縣
所
在

の
土
地
家

屋

の
牧

人

に
謁
し
兵
庫

縣
が
之

に
課
税

し
得

、
又
兵
庫
縣

の
み

が
之

に

課

税
し
得

て
、
其

の
非
所
在
地

方
た

る
東
京
府

ざ
し
て
は

、
之

に
濁
し
課
税

し
得

ざ

る
も

の
と
し
な
く

て
は
な
ら

な

い
。
其

が

一
面

、
螢
業
所

を
定

め
て
爲
す
螢
業

に
も
關
す

る
け
れ
こ
も
、
土
地
家

屋

に
閲
す

る
以
上

は
、
む
し

、

…

ろ
此

特
別
な

る
規

定

に
從

は
な
く

て
は
な
ら

㊧
ど

い
ふ
の

で
あ

る
。

』



鍵

物
本
篁

i

き
.て
又
・
努

税
楚

其
物
税
に
つ
い
て
は
・
利
益
原
則
の
加
誓

い
ふ
こ
慕

あ
〃.
・

(
一

地
方

の
課
税
上

に
は

、
其
課
税
物

件

の
地
方

の
登
達
文
施

設

に
よ

b
て
受
く

る
利
益

こ

い
ふ
も

の
を
も
考
慮
す

べ

し

ご
す

る
。
然

る
に
此

に
問

題

ε
な

る
土
地
家
屋

の
螢

業

に
つ
い
て
は
、
前
記
螢
業
所

々
在
地
起

る
東
京

か
ら

し

て
の
利
益
を

受
く

る
ビ

い
ふ

こ
ビ
鳳
殆

ん
こ

い
ふ
に
足
ら
す
し

て
、
む
し
ろ
主

ビ
し
て
は
、
土
地
家

屋

の
所
在

地

起

る
兵
庫

か
ら
し

て
利
益
を
受

く

る
こ
ざ
が
大

で
あ
り
、
叉
著

し

い
も

の
で
あ

る
。
前
者

は
之

を
無

視
す

る
に
も

せ
よ

、
後

者
を
無
覗

し

て
は
な
ら

盆

い
。
此
鮎

か
ら
考

へ
て
、
土
地
家

屋

の
所
在

地
π

る
兵
庫

の
み
を
し

て
課

税

　

　

せ
し

女

、
し

ご
は

い
ひ
難

い
に
も

ぜ
よ
、
少

一

宏
も
、
警

業
所

〃
在
地

舷

景

京
よ
り
も
、
む
し

ろ
土
地
家
屋

所

在
地

た

る
兵
庫

を
し

て
課
税
せ
し

め
る
方

に
理
由

あ
り

こ
し
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
夫

の
課
税

に
つ
き

て
は
兵
庫

を

し

て
少
く

ご
も
参
加

せ
し

め
な

く
で
は
な
ら
す

、
東
京

の
み
課
税
す

る
の
は
不

當
だ

ご
し
な
け
れ
ば
な
ら

諏
。

こ

い
ふ
の

で
あ

る
。

　二
解
繹
私
見
i

・

(

…

私

は
右

二
の
見
解

の
中

に
就
茎

は
、
羅

書

し
て

は
、
第

.轟

に
從

ふ
。
併

し
其

は
論
者

の
や
・フ
に
、
軍

に
法

規
の
末
節

の
み
に
拘

は

る
の

で
な
く

、
自

説

に
都
合
良
き
規
定

の
み
を
捕

へ
て
固
執

し
、
反
…封
旗
振

た
り
得

る
規
定

を
無

視
す

る
が
如
き
態
度
を
把

る
の
で
も
な

い
。
事

物

の
本
質

を
考

へ
、
而
か
も
此

二
の
樹
立
規

定
を
調

和

し

て
解
決
し
や

う
こ
す

る
も

の
で
あ

る
。

不
動
産
貸
瞥
業
の
地
方
間
課
税

　
…

第
三
十
二
巻

二
九
一

第
二
號

五



不
動
産
貸
管
業

の
地
方
間
課
税

`
第
三
+
二
巻

二
九
二

第
二
號

六

　値

法

規

上

　
い
積
極
的
根
擦
i

前

記
の
場
合
に
於
て
、
螢
業
所
々
在
の
東
京
に
て
、
螢
業
所
な
き
兵
庫
の
土
地
家
屋
の
螢

(

業

利
益

に
も
課
税

し
得

、
却

っ
て
此

に
兵
庫

か
ら
し

て
は
丞
加
し
得

諏
ご

い
ふ
事

に
關
す

る
法

規
上

の
根
盤

は
、

ラ

　

前

記

一
の
A

に
掲
げ

た

る
諸

規
定

に
よ
り
て
明
か

で
あ

る
。

・

(

(

　ろ
消
極

的
論
慷

(
　

へ
た

ラ

ラ

運

二
の
樹
立
す

る
規
定

は
調
和
し
得

る
冠
い
ふ

ご
ビ
ー

ー
腱

で
、

一
の
郎

の

い
に
擧
げ

た
、
納

税
者

の
府

縣

(

(

r1」

外

に
て
所
有
し
使

用
し
占
有
す

る
土
地
家

屋
若
く
は
其
収
入

に
射

し
府

縣
税
を
課
す

る
を
得
す

ご

い
ふ
規
定

か
ら

.…

往
く

ビ
、
東
京
府

が
兵
庫

縣

の
土
地
家

屋

の
螢
業
牧

人

に
課
税
す

る
の
は
之

に
紙
燭

し

だ
大

な

る
不
都
合

の
や
う

に
も
見

え

る
。
併

し
實

は
其

が
之

に
抵
鯛
す

る
も
の

で
は
な
く
、
少
し
も
不
都
合

で
な

い
。
此

法
規

に
於

て
、
府

縣
外

に
て
所
有
し
使
用

し
占

有
す

る
土
地
家

屋
若

く
は
其
収

入

ご

い
ふ
璽
拡
、
其
は
軍
な

る
物

ど
し
て

の
土
地
家

屋
叉

は
其
収

入
だ
け
を
意
味

し
之

が
螢

業

こ
し
て

の
牧

人

で
は
な

い
。
軍
…な

る
物

ご
し

て
の
土
地
家

屋

の
収

入

ご

替
業

に
於
け

る
其
牧
人

ご
に
は
喰
違

が
あ

る
ゆ
、螢
業

ご
な

る
で
、
物

的
材
料
を
使

っ
て
、
経
管

者

の
努
力

が
加

は

b

1
、

時

運

の
背
景
を
も
利
用

し
て
利
得
を
牧

み
や

う

ご
す

る
こ
ご
に
な

⊥
、
恐
ら
く
は
多
く

の
場
合

に
、
多
少

ご

も
、
螢

業
牧
盆

の
方

が
軍
な

る
物

的
牧
盆

よ
り
は
太

い
こ
ご
を
得

る
で
め
署

う
(註

一)
。
そ
し

て
此
螢
業

牧
益

が
物

的
牧
盆
を
超
過
し
得
る
だ
け
に
て
、
土
地
家
屋
税
ご
並
ん
で
樹
立
す
る
所
の
物
税
ε
し
て
の
管
業
税
が
其
同

一
の



土
地
家
屋

に
關

し
て
も
存
立

し
得

ム
の
で
あ
り
、
其
収

益
部

に
つ
き

て
は
、
前
記
の
場

合

に
、
東
京

の
み
が
課
税

　
を
爲

し
て
、
兵
庫

は
與
ら
ざ

る
こ
一
に
な

る
の
τ
あ
り

、
帥

ち
螢

業
所

あ
る
地
方

の
み
が
瞥
業
所

な
き
地
方

の
土

地
家
屋

の
瞥
業
腹

盆

に
も
課
税

し
徹

る
こ
ご
に
な

る
の

で
あ

る
(註
二
)。
そ
し
て
此

に

つ
き
納
税
者

の
府

縣
外

に
て

螢

業
所
を
定

め
て
爲

す
螢
業

若
く
臥
具
収

入

に
は
府
縣

税
を
課
す

る
を
得
す

ご
あ

っ
て
、
前
記

の
場
合

、
兵
庫

は

東
京

の
讐
業

に
は
課

税
し
得

す
、
併
し
東
京

か
ち

い
ふ
ビ
、
却

っ
て
府

縣
外

に
て
螢
業

所
を
定

め
希
し

て
行

ふ
、

即
ち
兵
庫

か
ら
し
て
得
ら

る

・
縫
業
的
牧

人

に
も
課
税

し
得

る
ど

い
ふ

こ
ど

に
な

る
。
併

し
其
管
業
牧

人
は

、
土

地
家

屋

の
軍

な

る
物
的
牧

人
を
超

へ}把
.る
も

の
な

の
で
あ
り
、
其

れ

で
夫
の
抵
燭
す

る
や
う

に
見

え
る
二
の
規
定

が
調
和

し
得

・
の
で
を

。

「

(
註

一
)

ワ
グ
ナ
ー
は
、
地
方
内

に
於
け
ゑ
凡
べ
て
の
固
有

の
不
動
産
所
有
の
重

課
と

い
ふ
こ
と
は
必
然
に
瞥
業
目
的

に
役
立

つ
不
動
産
に
も
及

{

ば

な
く

て
は
な
ら
ず

、

一
様

に
、
輩

な
五
景

氣

の
結
果

と
し

て
此
瞥
業
用
不
動
産

に
生
ず

る
増
便

の
荷

一
層

特
別
な
る
課

税
も
が
之

に
及

ば

な

く

て
は
な
ら
ぬ
と

い
ふ

て
、
瞥
業

用

の
不
動
産

に
、
普
通

の
土
地
家
屋

課
税
以

上

に
課
税
す

べ
さ
鹸
力

の
存
す

る
t

と
を
暗

示

し
、

ロ
ツ
ツ
は

　

り

　

誓

に
、
螢
叢

篶

唯
茎

部
の
み
動
産
不
動
産
の
利
用
に
締
し
、
他
部
は
経
篁

の
勢
力
篤

し
、
終
り
に
利
得
の
【
大
部
は
景
警

か

い̀轟
影
翫
難
聴
襲
婦難
陳
蛎
灘
鶯
翻
繰
肺鰺鍛
緯
鍵
緊
q

は
な
ら
ね
。
此
終

の
黙
に
つ
い
て
は
、
拙
文
参
照
。
.
一
.

(
註
二
)

モ
ル
は
、

一
企
業
が
、
異
り
た
る
市
町
村
に
於
け
る
数
多

の
螢
業
所
及
支
所
よ
り
成
立

つ
と
き
は
、
其
替
業
所
及
支
所
が
租
税
義
務

あ

不
動
産
貸
管
楽

の
地
方
間
課
税
.

第
三
十
二
巻

二
九
三

第
二
號

七
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O

不
動
産
貸
瞥
業

の
地
方
間
諜
視
.

第
三
十

二
巻

二
九
四

第

二
號

入

り
と
爲

す
。
碕
實
例
を
見

る
に
、
国

際
條
約

の
多

藪

(濁

逸

と
チ

エ
ツ

コ
ス

ロ
ゾ

キ
ア
。
濁
逸

と
境

土
利

。
蜀

と
勾
。
濁

と
ザ

ー
ル
ゲ
ビ

τ
ト

ボ
ー
ラ

ソ
ド
、
及

ダ

ン
チ

ツ
ヒ
。
濁

と
伊
。
壇
ハと
テ

エ
ヅ

コ
ス

ロ
ゾ

キ
ア
。
一翼
と
勾
)

で
は
、
特
…粟
よ
り

の
所
得
並

に
攻
盆

は
、
瞥
[業
所

が
管

楽

の
實

行

の
薦

め
に
維
持

せ
ら
る

、
國

に
於

て
の
み
、
直
接
税

に
引

か
L
る

こ
と
を
定

め
で
居

細
。

　2
第

二
説

の
如
…く
解

し
得

る
爲

め
に
は
、
法
規
中

に
特
別

の
文
句

を
要
す

ご

い
ふ
こ
ご
を
一

論
者
は
、
府
縣

(
制

第
百

七
條

に
、
納
税
者

の
府

縣
外

に
て
所
有

し
使
用

し
占

有
す

る
土
地
家
屋
若

く
は
其
牧

人

ざ
、
相
並

べ
て
、

叉

は
府

縣
外

に
て
螢

業
所
を

定

め
把

る
螢
業

若
く
は
其
収
入
を
擧
げ

、
之

に
饗
し
府

縣
税
を
課
す

る
を
得

す

ご
す

る
か
ら

、
前

に
摩

る
土
地
寡
屋

の
方

が
後

に
来

る
螢

業

よ
り
も
特

別
な

る
規

定
蒼

し

て
、
土
地
家

屋

に
閲
す

る

限
b
其

に
關
す

る
螢

業
的
牧

人
を

も
込

め
て
、
二

切

の
収
入

に

つ
き

、
先

づ
此

規
定

が
適
用

せ
ら

れ
て

、
随

っ
て

兵
庫

の
土

地
家

屋

に
属
す

る

一
切

の
収

入
、
其

は
之

が
替

業
的
な

る
牧

人
を

も
込

め
て
、
兵
庫

に
て
課
税
す

べ
く

.

東
京

か
ら

し
て
課

税
し

て
は
な
ら

漁
こ

い
ふ
か

.も
知
ら

漁
が
、
併

し
我
法
文

に
て
は
、
土
地
家

屋
牧

人

ご
、
螢
業

繋

あ

間
に
斯
の
如
き
差
薄

遇
を
駕
す
智

な
文
句
を
入
紫

、
令

奪

峯

に
之
を
扱
っ
て
居
・
。
然

.

ど

す
・
・
き
に
・
土
地
餐

を
箋

的
に
見
る
,護

暴

す
・
L

ろ
書

然
的
に
・
土
地
家
屋
の
螢
誉

よ

る
の
収

入
た

る
以

上
は
、
其
直
接

の
所
属
起

る
螢
業
吹

入
こ
し
て
見

る
を

至
當
ビ
す

る
(註
三
)。
勿

論
此

に
て
土

講

麟
畿

饗

鰐
鷺
踊議謙

遜

携
暴
藤

難
は實一2)Moll,LehrbuchderFw・s351 ,

erUngs .78.
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課

す

る
を

至
當

こ
す

る
。
随

っ
て
其

の
誉

業
課
税

に

つ
い
て
は
兵
庫

は
與

か
ら
す
、
却

っ
て
東

京
を
し
て
之

に
課

税

せ
し
む
.る

こ
ご

に
な

る
。
併

し
若

も
論
者

の
や
う

に
解
し
や

う

ご
す

る
な
ら

ば
、
法
文
中

に
、
先

づ
、
府
.縣

外

に
て
所

有
し
使
用
し
占

有
す

る
土
地
家

屋
物
件
叉

は
其
牧

人

に
費
し

て
は
府
縣
税
を
課
す

る
を
得
す

ε
規
定

し
、

次
ぎ

に
府

縣
外

に
て
管
業

所
を
定

め
把

る
螢
業

の
蜘

侮

⑳
財
産

及
収

入
に
謝

し
て
は
府
縣
税
を
課
す

る
を
得
す

ε

し
な

く
て
は
な
ら

諏
。
其
れ
な
ら

ば
、
夫

の
土

地
家

屋

の
螢

業
牧
盆

に
歯

し
兵
庫

か
ら
課

税
し

て
、
東
京

か
ら
し

て
は
課

税
し
得

ぬ
ざ

い
ふ
こ
ご
に
な
り
得

る
(註
四
)
。
併
し
我
邦

の
府
縣
制

の
規
定

.は
さ
う
な

っ
て
は
居
ら

Q

D
で

」
4

そ

一

(
註
三
)

。
イ
・
チ
・
グ
は
、
自
己

の
蘂

に
役
立

つ
土
地
暴

業

の
根
源
に
属
す
と
い
ふ
が
£

暴

業
用
の
土
地
は
、

、む
し
ろ
先
づ
鍵

に

厨

す
る

と
見

る
の
で
あ
る
。

(
註
四
)

チ

ユ
ル

ビ
ア
ー

の
重
複
課
税
回
遽
聯
邦
法
案

の
規
定

の
仕
方

が
恰

か
も
、

さ
う
な

っ
て
居

る
。
即
ち
其
第

一
條

、
國
家
及
地

方
目
的

の

爲

め

の
直
接

回
期
}硯
は
・

翼

震

内
幕

在
す
・
不
動
葉

此
よ
星

ヂ
・
所
得
を
含
む
)
に
關
・
て
は
碁

邦
に
撃

・

ω
其
領
城
内
に
て
瞥
ま
る
蕊
商
業
的
及
工
業
的
企
業
、
又
は
、
其
支
管
業
の
鄭
価
傷
跡
幽
泌
肺
働
に
聞
し
て
は
其
各
部
に
厨
す
。

も

ヘ

カ

も

ロ

ぬ

り

も

う

㈹
其
領
城
内
に
住
所
を
有
す
る
實
際
人
及
法
人
の
其
他
の
財
産
及
所
得
に
聞
し
て
は
、
其
各
邦
に
属
す
♂

　は

若

干

の
疑

問

(

)

.

σ

重
複
課
税

の
掛

念
一

右

の
説
明

に
よ
り
て
注
文

の
解
繹

ご
し

て
は
第

一
説

が
正
し

ご
思

ふ
が
、
之

に

よ
b

不
動
産
貸
管
業

の
地
方
間
課
税

`

第

三
十
二
倦

二
九
五

第

二
號

九

3)
4)

Fuisting,GrundzflgederSteuerlehre.s.i!'8.
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・

露

塵
暮

業
の
地
方
間
課
税

第
三
+
二
巻

二
九
六

第
二
號

一
。

再

δ

土
地
家
屋
の
牧
警

射
し
て
、
東
京
真

唇

か
ら
し
て
覆

課
税
蓬

&

芸

か
・
疑
問
が
あ
る

此

は
前

の
説
明
だ

け
で
も
明
か

に
氷
解
し
得

る
ε
は
思

ふ
が
、
併

し
念

の
薦

め
重

ね
て
説

明
し

て
置
く
。
其
は
決

し

て
重
複
課
税

に
は
な
ら

漁
ご

い
ふ
の
で
あ

る
。
先

づ
、

㈲
螢
業
税
の
形
式
的
課
税
物
件
湿
る
誉
業
!

ご
い
ふ
も
の
か
ら
見
て
も
、
問
題
の
螢
業
牧
益
税
附
加
税
の
本

税
た
る
替
業
牧
盆
繋

、
其
課
税
物
件
こ
し
て
の
螢
業
に
、
螢
業
場
を
要
件
こ
し
て
盾

、
帥
ち
本
法
施
行
地
に

本
店
支
店
又
は
其
他
の
螢
業
場
を
有
す
る
後
刷
法
人
(箇
入
の
分
髭

に
は
問
題
外
ε

)
ε
な
3
・
居
る
・
管
渠

場
を

有

た
す

ご
も
、
或

庭

に
て
綴
績

的

に
螢

業
行
旙

を
や
れ
ば
直
ち

に
真
庭

に
て
螢
業
課
税
し

て
も
良

い
や
　

で

あ
り
、
真
庭

に
課
税
権

を
認

め
て
も
良

い
や
う

で
あ

る
が
、
併

し
我
国

法

に
て
は
螢

業
課
税
は
替
業

場
本
位

ε
な

っ
て
居

り
(註
五
)
、
螢
業
牧

益
税
法

が
然

る
の
み
で
な

く
、
府

縣
制

に
て
も
、
前

に
擧
げ

π
や
う

に
、
螢
業
所
を
定

め
た

る
替
業

云

々
ざ

い
ふ
て
、
菅
業

場
を
土
垂

こ
し

て
課

税
す

る
こ
ご
に
し

て
居

る
。
だ
か
ら
し

て
螢
業
課

税
に

聞
す

る
限
り

、
前

記
の
法
人
は
、
螢

業
場
を
有

っ
た
東
京

の
み

に
て
課
税

せ
ら

れ
て
、
兵
庫

に
て
は
課

税

せ
ら
れ

す

、
重
複
課

税
は

あ
り
得

澱
こ
ご
に
な

る
の
で
あ
る
。

(註
五
)

ω
尤

も

一
九
一
=

年

の
ザ

ク
セ

ン
の
管
楽

税

に
て
は
、
瞥
業

を
以

て
、
利
益
獲
得

に
向
け

ら
れ
た
る
縫
頬
的

の
濁
立

の
行
爲

と
い
ふ
か

ら
、
此

か
ら

い
ふ
と
蜀
立

に
(
他
人

に
雇

は
れ
ず

し
て
)
纒
績

し
て
(
一
回
的

で
な
く
)
管
利

行
爲
を
す
れ
ば
頁

い
の
で
あ

っ
て
、
別

に
必
ず

し
も

あ

螢
業

所
は
な
く
と
も
異

い
と

い
ふ
こ
と

に
な

る
。

5)瓢 ・11,a.a・O.s.426.



.

つ

い

②
併
し
我
国

の
で
は
管
楽
揚
が
要
件
に
な
り
、
其
は
、
薄
魯
西

の
地
方
税
法

に
て
も
、

一
定
の
替
業
は
、
経
瞥
の
現
は
れ
る
市
町
村

に
て
管
楽

し

カ

税

に
服
す
る

と
な

っ
て
居

り
、
経
管

と

い
ふ
以
上

は
、
結
局
、
笹
葉

所

の
存
在
を
前
提
す
る
。

そ
れ

か
ら
、
瑞
西

に
つ
い
て
は
、

ス
パ
イ
ザ
ー

に
依
る

と
、
住
所

の
外

に
或
他

の
州

に
於

て
、
管
業
的
定

住
所
(
本
店

か
支
店

か
)
を
有

つ
者

は
、
此
瞥
業
的
定

住
所

に
あ

る
財
産
及
所
得

に
つ

き

、
此
笹
葉
州

に
税
を
彿

は
な
く

て
は
な
ら
ず
、
住
所
州
以
外

に
て

の
…単
な

る
管
楽

行
儒

は
此
特
別
税
住
所

を
基

づ
け
ぬ
。
特
別
税

住
所

を
基

づ
け

る
爲

め
に
は

、
聯
邦

の
實
際

は
、
掘

立

の
装

置

、
仕
事
場
、
事

務
所

、
工
場

、
叉

は
店

を
要
求

ナ
と

い
ふ
。

チ

ュ
ル
ヒ
ァ
ー
に
.依

る
と
、

常
時
瑞
西
聯
邦
法
上

の
實

際

に
依

れ
ば
、
鱗
葉
所

は
、

一
定

の
管
業

を
行

ふ
爲

め
に
定

住
許
可
を
受

く
る
事

に
よ
り
、
事

賃
上

の
定

住
所

、
仕

事
場

、
工
場

、
事
務
所

、
商
店

の
建
設

に
よ

り
基

づ
け
ら

る
と

い
ふ
。
尤

も
我
国

の
實

際

に
て
は
金
銭
貸

付
業

の
如
き

に
は
、
別

に
店
舗
…は
な

つ

ロ

く

し

て
、
㎜業
者

の
住
所

に
て
纒
　練
的

に
瞥

ま

る

N
と
も
、
其
れ

で
螢
業
所
と

い
ふ

に
妨
げ
な

し
と
解
さ
れ

て
居
る
。
帥

ち
明
治

三
十
九
年
第
百

七
十
耽

四
十
邦

六
月

+
九
13
行
政
数
列
所
第

三
部

宣
告

に
よ
る

と
、
金
綾
貸

付

の
笹
葉
揚

は
、
特
別

の
設
備

勘
要
す
器
も

の
に
あ
ら
ざ
れ

ば
、

の

荷

く
も

一
定

の
場
所

に
て
引
続
き

、
金
鐘
貸
付
を
寫

す
以

上
は
、
税
法

の
所
謂
、
瞥
業
揚

に
講
堂
す

と

い
ふ

の
で
あ
る
。

同
質

質
的
課

税
物
件

ざ

い
ふ

べ
き
螢
業
腹

盆
-

か
ら

い
ふ
て
は
伺

う
か

ざ

い
ふ

の
に
、
之

か
ら

い
ふ
て
も
東

(
京

よ
り
し
て

の
螢
業
課
税

に
よ
り
て
、
兵
庫

に
於
け

る
土
地
家
屋
課
税

ざ
は
重
複

課
税

ご
は
な
ら
な

い
。
兵
庫

ご

し
て
は
其
所
在

の
土
地
家

屋

に
課
税

し

て
も
、
其
は
軍
な

る
土
地
家
屋

の
牧

盆

に
課
す

る
の
で
あ
り
、
此

が
管
楽

的

に
経
螢

せ
ら
れ

る
こ
と
に
よ
り
て
其
以
上

に
も
生

じ
得

る
牧
盆
部

に
撤

し

て
は
東
京

が
課
税
す

る

こ
ご
に
な

る

コ

の
で
あ
り
、
兵

庫

の
課

せ
ん

こ
す

る
牧

盆

ご
、
東

京

の
課

せ
ん

ご
す

る
収

益

ご
は
同

一
物

の
別

の
暦

で
あ
る
。
同

一
物

ご

い
ひ
條

、
別

の
物

で
あ

る
。
又
税
法

の
規
定
上

も
、
重
複
課
税

ご
は
な
ら
ね
や
う

に
相
當

の
注
意

が
彿
は

れ

て
居

る
.。
即
ち
管
業
牧
盆

税
法
第
十
條

に
、
法
人

が
各
事
業

年
度

に
て
納
付
し
だ

る
地

租
額
は
、
當

該
年
度

の

不
動
産
貸
螢
業
の
地
方
間
課
税

第
三
十
二
管

二
九
七

第
二
號

一
一

6)Kreuter,DiepreussischenI{:ommunalabgabengesetze.4Aui1.s.19.Speiser,
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不
動
聾

鍵

の
地
方
閻
羅

,

第
三
+
二
巻

二
九
八

第
二
號

三

螢

業
散
盆
税
額

よ
b
之

を
控
除
す

る

こ
ε

、
な
う
、
其

地
租

の
地
方

附
加

税
並

に
、
地
方
税

た

る
家

屋
税

に
至
り

て
は
、
此

は
別

に
、
螢
業
牧

盆

の
計
算

上
、
必
要
経
費

こ
し

て
控
除

さ
れ

て
居

る
筈

で
あ
ポ

。
だ
か
ら
し

て
東
京

の
課
税
す
る
螢
業
牧
盆
は
、
兵
庫
の
課
税
し
た
る
軍
書

土
地
家
屋
収
益
を
超

へ
.た
る
螢
義

盗
部
に
過
草

し

て
(註
六
)
、
二
の
課
税

の
間

に
重
複

課
税
は
な

い
の
で
あ

る
。
固

よ
り
精
密

に

い
ふ
て
何

が
し
か

の
重
複

ご
い
ふ

こ

ε
が

い
ひ
得

る
嫁
し

て
も
、
其

は
立
法
技
術

上
、
恕

す

べ
き
も

の
で
あ
b
、
少

く

こ
も
立
法
者

は
其

庭

に
、
出
来

・

得

る
限
り

に
て
重
複
課

税
な

か
ら
し

め
や
う

オ
努
力

は
し

て
居

る
。

(甚
六
)

。
;

レ
ー
は
、
替
蓋

の
霧

は
、
既

に
地
租
及
家
籍

に
て
捕
誓

れ
ざ
・
・
鑓

利
得
を
課
税
芝

と
す
る
こ
と
に
あ
り

と
爲

し
、

ロ
ッ
ッ
は
、
注
意
深
き
課
税
技
術
に
於

て
、
割
合
に
簡
畢
に
解
決
す

べ
き
問
題
は
、
地
租
及
家
屋
税
に
て
既
に
捕
捉
さ
れ
た
る
収
益
及
財

産
部

を
螢
業

視

に
よ
り
今
」
度
課
税
さ
る

主

と
を
避
く
る

こ
と

だ
と

い
ぶ
。

　磁
螢
業
揚
の
意
義
-

土
地
家
屋
其
も
の
が
、
土
地
家
屋
の
替
　業
に
取
り
て

一
の
替
業
場

(瞥
見
兼
牧
盆
税
法
に

は
場

ご
あ
り

て
、
府
縣
制

に
は
所

こ

い
ふ
別

の
文
字
を
使

っ
て
居

る
け
れ
こ
も
、
意
味
は
同

じ
だ
こ
思

ふ
)

ご
は

.

見

ら
れ

漁
か

、
之
を

一
の
賛
美
場

ご
見

る
こ
ご
に
よ
り

て
、
夫

の
螢
裳
課
税

に
兵
庫

も
亦

、
塞
如
し
得

る
こ
ご

に

な

ら

漁
か
、

一
の
問
題

で
あ

る
。
成
程
、
螢
業

場

こ
い
ふ
ご
、
必
ず
し

も
店
舗

ご
は
限
ら

の
。
事
務
所

、
工
場

、

仕
事

場
、
倉
庫

で
も
、
筍
く
も
誉
業

の
爲

め
の
有
形

の
場
所
的
装
置

で
あ
れ
ば
良

い
。
特

別

の
装

置
を

せ
す

ご
も
、

相
読

粟

者
の
要

る
佳
所
が
同
時
長

難

の
爲
め
に
螢
業
場
ご
い
ふ
て
差
支
な
き
・
毫

あ
る
(註
七
)。
併
し
砦

召 視 研 究 七 巻 ・8z・
hake,Steuern,昼. T.s,184.Lotz,a.a.0.EL.426・ 一 ・427・



土
地
家
屋

の
貸
付
螢

業

に
ご

り
て
、
箪
な

る
土
地
家

屋
其
も

の
を
も
瞥
業
揚

ご
は
何

こ
し
て
も

い
ひ
難

い
。
其
替

業

の
嚼

め
の
材
料

ε
は

い
ひ
得

や
う
。
併

し
其

を
螢

業

の
駕

め
の
場
所
的
装

置

ざ
は
爲
し
得

な

い
。

(註
七
)

ヂ
ー

ル
ケ

ス
に
依

る
と
、
菩

の
税
法

上

の
意
昧

で

の
管
業
所

と
は
、
定
住
螢
業

の
経

管

の
貴

行

に
役
立

つ
確

定
し
た
る
場
所

的

の
装

置

又

は
設
備

だ
と

い
ひ
、
リ

ー

エ
マ
ン
は
、
管
楽
所

と

は
、

一
般

に
行
は
る

主
模
型

で
は
、
本
店

、
支
店

、
工
場

、
購
入
所

、
萱

場

、
倉

庫
、
勘

定
揚

、
及
其

他
、
瞥
業

の
貴
行

の
爲

め
に
、
企
業
者
自

ら
、
其

組
合
員

、
支

配
人
、
叉

は
其
他

の
永
続
的
代
表
者

に
よ
り

て
維
持

せ
ら
れ
た

る

鍵

護

を
見
言

孕

。
倫
・
前
出
註
五
・
チ

ユ
ル
・
T

・
我
行
政
舞

例
参
陣

働
利
益
原
則
上
一

土
地
家
屋
に
つ
き
で
は
其
所
在
の
地
方
が
、
螢
業
地
方
よ
り
も

濤

関
係
密
接
で
あ
り
・

興

ふ
る
利
益

が
著
大

で
め

る
や
、、・
で
も

め

,Q
か
、
其

の
所
在
地

方

の
輿

ふ

る
利
益

ど
い
ふ
の
は
.
輩

『
し
て
単
な

る
土
地
家

屋

ご
し

て
の
利
益

で
あ

っ
て
、
其

に
つ
い
て
は
兵
庫

が
重
大
な

る
も

の
を

與

へ
る
け
れ
こ
も
、
之

が
螢

業

上

の
利
益

、
螢

業

的
利
益
部

に

つ
い
て

は
何

程
か
兵
庫

が
關

係

あ
り
ご
は

い

へ
、
其
は
圭

ご
し

て
は
矢
張

り
・

螢
業

所

々
在

の
東
京

に
負

ふ
も

の
こ
し
な

け
れ
ば
な
ら

幻
。
螢

業

の
圭
膿
者

及
補
助
者
た

る
人
、
並

に
其

執
務

の

場
所

の
存
在

し
て
居

る
地
方

が

、
其
螢

業

利
益

に
は
重
大

な

る
貢
献
を
駕
す

と
し
な
け
れ
ば
な
ら

諏
。
假

り

に
其

に
も
拘
ら

す
兵
庫

も
亦
た
、
之

が
瞥
業

に
干
興
す

ご
し
て
も

、
地
方
税

に
於

け

る
利
益
原
則

ご

い
ふ
も

の
は
、
此

に
於

け

る
軍

一
主

要

の
標
準

で
な
く
、
輩

に
加
味

参
酌

せ
ら

る

、
に
過

ぎ
澱
の
だ

か
ら
、
帥
ち
主

こ
し

て
は
能

力
原

則
上

か
ら
見

る

べ
き
も

の
だ

か
ら
、
此

に
拘

ら

す
し
て
此
問

題
を
解
決

し
て
も
、
大
し

て
不
都

合

で
は
な

く
、
随

っ

て
、
此
を
暫
ら

く
無

視
し

て
、
他

の
關
係

か
ら

、
相
當

ご
認

め
ら

る

、
解
決

を
し

て
も
大
し

た
不
都

合

で
は
な

い
。

不
動
産
貸
螢
業
の
地
方
間
諜
視

第
三
十
二
巻

二
九
九

第
二
號

=
二

g)D三erkes,DiepreussischeCewerbesteuer.s.:21:c.Riehemann.=しa.O.s.78.



不
動
}産
貸
麟
量
未
の
地
方
間
諜
…祝

第
二
段

本
問
題
の
立
法
論

第
三
十
二
巻

三
〇
〇

第

二
號

一
四

以
上

、
第

一
段

に
於

て
説

く
所

は
我
現
行

法
の
解

糧
論

で
あ
る
。
若

干
、
利
益

原
則

に
も
訴

へ
て
考
察
は

し
て

見

だ
が

、
其

か
ら

し
て
は
多
少
此
解
繹

に
躊

躇

せ
ざ

る
を
得

ざ

る
も
の
が
あ

る
。
ま
あ
大

し
て
不

都
合
な
し

ご

い

ふ
程
度

の
も
の

で
あ

る
。
併

し
規
定

の
形
式

に
依

り
て
見

れ
ば

、
右

の
解

澤

に
て
毫
も
差
支

は
な

い
。
帥

ち
解
繹

論

ε
し

て
は
、
前

記

の
場
合

に
、
東
京

が
螢
業

課
税
を
駕

し
、
兵
庫

は
之

に
與
ら

繊
ざ
す

る
を
重
賞

ご
爲

す
。
併

し

立
法
論

ど
し

て
は
其

れ
て
は
何

こ
し

て
も
不
満
足

で
あ
b

.
夫

の
螢
業

利
得

に
謝
し
、
濁

ら
螢
業
所

々
在

の
東

京

の
み
な
ら
す

、
土

地
家

屋
所
在

の
兵
庫

を

し
て
も
課
税

に
與

か
ら
し
む

る
や
う

に
故
法
す

べ
き
も

の
こ
爲
す
。

其

の
薦

め
に
特

に
明

か
な

る
規

定
を
設
く

る
の
が
望

ま
し

い
の
で
あ
る
。

　↑
改
定

の
方
法
一

乃
ち
私

は
、
螢
業

の
中

に
就

て
も

、
特

に
土
地
家

屋

賃
貸

の
螢
業

に
つ
い
て
は
、
土
地
家

屋
其

も
の
を

も
、
螢

業
所

ご
相

並

ん

で
、
螢

業
収

益

を
生
す

る
物
的
材
料

ざ
認

め
、
そ
し
て
其

所
在

地
方
を
し

て

も
、
螢

業
所

々
在
地

方

ご
相
並

ん
で
、
之

が
瞥

業
課
税
権

に
與

か
ら
し
む

る
や
う

に
す

べ
き

も
の
で
あ

る
ご
思

ふ

(註
八
)
。
そ

し
て
其

分
配

の
方
法

こ
し

て
は

、
私

が
兼

ね
て

い
ふ
や
う

に
、
此
螢

業

に

つ
い
て
は
、
其

の
人
的
元
素

ご
、
物

的
元
素

ご
を
対
等

祝
し

て
、
其

各

に
牢

分
度

の
も
の
を
割
當

て
(
甚
九
)
、
随

っ
て
、
前
記

の
場
合

に
は

、
例

之

東
京

ご
兵
庫

ざ
に
土
地
家

屋

が
あ

っ
て
、
螢
業

所
は
東

京

に
の
み
あ
り
、
そ
し

て
土
地
家
屋

の
所
在

の
割
合
は

東
京

四
、
兵
庫
六

の
割
合

こ
す

れ
ば

(
但
し
東
京

の
土
地
家

屋
中

に
は

、
螢
業
所

の
爲

め
の
を
含

む
)
、
東
京

は
人



的
元
素

の
瓢
よ
り
し

て
全
勝

の
年
額
度

に
與

か
b

、
其
上

に
も
残

の
掌
額

の
十
分
四
を
占

め
る
こ
ビ
に
な

っ
て
、

全
臆

上
、
東

京
七
、
兵
庫

三
の
割

合

に
て
分
配

せ
ら

る

、
こ
ご
に
な

る
べ
き

で
み

る
。

(
註
八
)

ラ
イ

ン
ウ

エ
ス
ト
7
ア
ー
リ
ア
地
方

に
て
は
、
多
藪

の
市

町
村

に
一旦
る
管
楽

叉
は
、
多
「数

の
市
町
村

に
管
楽

所

(機
業
税
法

の
意
味

に

於

け
る
経

管
所
)
、
叉

は
螢
業

的
装
置

、ス

は
支
店

を
持

つ
経
管

は
、
其
市
町
村

に
置
き
た
る
帝
業
部

の
度

に
よ
り

て
分
割

課
税

せ
ら

る

ム
。

そ

し

て
市
町
村

に
経
管
地
方

(
口口
。一.冨
げ
防。
.こ

の
性
質

を
與

ふ
る

一
文

は
鍛
多

の
支
店

叉
は
経
管
装

置
と
し

て
曝

げ
ら

る

エ
も

の
工
中

に
、
翠

な
る

10

不
動
産

が
あ
る
。

(
註
九
)

此
鮎

に

つ
い
て
は
拙
文

、
国
際
…螢
業

の
一課
税
参

照
、
尤

も
別
に
、
麟
[業
所

に

つ
き

て
は
、
本
店

に
特

別

の
重
さ
を
與

へ
て
、

一
層
一多

く

の
配
當

を
得

し
む
る
を
至
當

と
す

る
と

い
ふ
こ
と
も
あ
る
。
其

鐵
も
同

一
論
文

に
て
覗

い
て
あ

引
。

ω
其
欝

　A
改
定
の
必
要
な

る
理
由
(現
行
規
定
の
不
都
合
)

Nσ
地
方
間
の
不
公
正
一

元
來
.
瞥
業
の
課
税
権
の
配
分
所
属
"
つ
い
て
は
、
決
し
て
軍
に
皮
相
的
に
の
み
考

へ
て
は
な
ら

囎
。
出
家
得

る
限

り
廣

く
關
係
す

る
所

の
も

の
に
之

を
分
配
す

る
や
う

に
し
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

薮

に
螢
業

利
益

の
生
す

る
起

因

の
何
庭

に
あ

る
か
を
出
来

る
だ
け
廣

く
考

へ
な
く

て
は
な
ら

諏

(註
一
〇
)
。
然

る
に

管
楽

利
益

の
課
税
は
現
行

法

に
て
は
、
軍

に
螢
業
所

を
土
毫

ざ
し

て
課
税
椹
を
基

づ
け

る
。
其

管

業
所

の
意
味

は

勿
論

、
店

舗
ば
か
り

で
な

く
、
工
場
、
仕
事
場

、
倉

庫

な
.ご
も
入
れ
ら

る

、
で
あ
ら

う
け
れ
ご

も
、
併

し
前

記

の

場
合

の
土

地
家
屋

は
螢
業

所

ざ
は
さ
れ
な

い
。
併
し

工
場
や
倉
庫

が

一
の
螢

業
所

ご
し
て
考

へ
ら

る
、
以

上
、
此

等

の
も

の
が
假
令

直
接

に
牧

盆
を
塞

げ
す

ご
も
、
収
益

を
生
す

る
材
料

こ
し
て
、
螢

業
所

ご
ま

で
も
、
認

め
ら

る

不
動
産
貸
螢
業
の
地
方
間
課
税

第

三
十
二
巻

三
〇

一

第

二
號

一
五
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不
動
産
貸
管
楽
の
地
方
間
課
税

第
三
+
二
巻

三
〇
二

第
二
號

=
ハ

、
以
上

、
前

記

の
場
合

の
土
地
家
屋

も
亦

、
假
倉

、
螢
業

所
、
醤

業

の
爲

め
の
場
所

的
装
置

ご
は

い
ひ
兼

漁
る
に

も

せ
よ
、
少

く

ご
も
、
警
業

の
爲

め
の
重
要

な

る
材
料

ざ
し
て
、
此

が
所
在
地

方
を

し
て
螢
業

課
掩
樺

に
與
か
ら

し
む

る
の
が
地
方

間

の
均
衡

を
得
し
む

る
所
以

で
あ

る
。
現

行
法
の
や
う

に
之
を
除

く
の
は
不
公

正

で
あ

る
。
随

っ
て
は
當
該

土
地
家
屋
所
在

の
地
方
を

し

て
財
政

上

に
不

利
な
ら
し

め
る
の
み

で
な

く
、
利
益
原

則
加
味

か
ら

い

ふ
て
も

、
假
令

螢
業

に
は
瞥

業
所

々
在

地
.万
が

一
層

重
大
な

る
利
益

を
與

ふ
る
に
も

せ
よ

、
前
記

、
螢

業

の
爲

め

の
土
地
家
屋
所
在
の
地
方
も
亦
た
、
其
螢
業
に
若
干
の
利
益
を
與
ふ
嚢

は
し
恥
毛

ぽ
な
ら
す
、
随
っ
て
此
黙

か

ら

し

て

も

土

地

家

屋

所

在

地

方

を

し

で

螢

業

課

税

権

に
墾

加

せ

レ

め
な

く

て

は

不

都

合

で

あ

る
。

(
註

幽
O
)

セ
リ
グ

マ
ン
は

い
ふ
て
居
る
、
曰
く
。
富
が
生
産
せ
ら
れ
叉
は
曇
生
せ
ら
る
工
場
所
は
明
に
大
な
重
要
な
る
も
の
だ
が
、
之
に
つ
き

.

物
理
的
生
産
と
経
済
的
生
産
と
の
間
に
厩
刑
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
物
理
的

に
は
、
富
は
、
特
定

の
場
所
に
置
か
れ
た
る
或
勤
務
叉
は
物
艦
か

ら
生
じ
叉
は
此
と
結
付
い
た
も

の
だ
。
併
し
経
済
上
に
は
、
事
柄
は
そ
ん
な
に
簡
輩
で
は
な
い
。
富
は
其
起
因
を
、
其

の
關
係
し
た
る
特
定
の

物
髄

に
員
ふ
の
み
で
な
く
、
或
所
に
住
す
る
個
人

の
活
動

に
も
資
ふ
。
尚
其

の
み
で
な
く
、
廣
義

の
生
産
に
は
運
途
を
も
含
む
と
き
に
、
富
は

此
運
漕
費
者

に
齎
ら
さ
る
エ
ま
で
は
、
實
際

に
生
産
せ
ら
る
エ
と
は
い
へ
な
い
。
生
産

の
経
済
上
の
場
所
は
、
其
の
物
理
上
の
場
所

と
は
異
り

窺

と
・

　
.
硫
負
謄
の
回
避
一

此
の
螢
業
に
つ
き
て
螢
業
所
本
位
の
課
税
ざ
し
て
置
き
、
其
重
要
な
る
土
地
家
屋
の
如
き

物

的
材
新

の
所
在

地
を
無

視
す

る
ご
き

に
、
人
は
同

一
物

的
材
料

に

つ
き
て
も
其
管
業
所
を
定

め
る

の
に
、
其
課

税

の
出
家

る
だ
け
軽

き
威
を
選

む
こ
ご

に
な
b

(註
=

)
、
其
庭

に
、
地
方
間

の
課
税
権

の
分
配

の
只
さ

へ
不
公

正

な

の
を

一
層

に
も
助
長
す

る
こ
ざ
に
な
り

、
か
く

て
又

、
同
種
螢
業

の
間

に
、
地

方

(螢

業
所

々
在

の
)
の
異

る
に

Iz)Seligman,Doubletaxationandinternationalfiscalcooperation.P. III,



よ
り
て
競
争
傑
件
を
不
平
等
な
ら
し
む
る
ご
い
ふ
の
不
都
合
を
も
引
起
す
(
註
一
二

)
ο

ハ
ン
タ
ー
が
、
米
国
由
法
人
税
の
例
に
つ
い
て
、
株
式
が
曾
祉
の
本
社
所
在
地
に
て
課
税
せ
ら
る
ふ

ζ

と
に
な
る
と
舎
に
、
税
白
低

曹
、
併
し
仕
事
と
は
閥
係
外
な
る
地
域
に
合
社
白
木
祉
を
佳
く
も
の
を
生
じ
た
と
い
ふ
白
は
、
此
場
合
に
も
営
た
る
。

(
註
-
-
)

(
註
一
二
)

ベ
ラ
フ
エ
ル
デ
ユ
は
、
各
市
町
村
に
て
企
業
責
擦
の
異
る
こ
と
の
匁
め
に
、
其
競
争
を
困
難
な
ら
し
め
、
叉
は
妨
げ
得
晶
、
井
、
注
4

日刊ナ

例
改
定
方
法
の
話
明
1

i
替
業
課
税
の
分
配
方
法
ご
し
て
物
的
元
索
、
人
的
元
素
に
調
等
の
重
き
を
輿
へ
る
理

由
は
、
私
が
慨
に
凶
際
管
業
の
課
税
に
て
説
く
所
で
、
今
夏
め
て
説
く
に
及
ば
ぬ
詮
一
一
己
。
唯
だ
此
場
合
に
替
業

の
物
慨
ぜ
な
り
た
る
土
地
家
屋
を
も
、
実
物
的
元
索
中
に
加
へ
た
さ
い
ふ
こ
さ
が
特
別
で
あ
る

b

ぞ
し
て
彼
を
此

、H
J

ー

ー

に
加
へ
る
芯
い
ふ

F

」
三
は
、
前
記
A
の
説
明
に
で
明
か
な
や

1
u
、

(
 

此
J
Y
川
ヘ
む
い
鴻
め
に
生
や
る
現
在
的
一
小
郡

合
を
更
正
す
る
の
趣
旨
に
出
づ
る
。
の
で
あ
る
。

(
註
士
一
一
)
前
向
誌
九
参
照
、

論

結

以
上
要
之
、
不
動
産
賃
貸
管
業
の
地
方
課
税
樺
は
、
現
行
法
下
に
て
は
、
管
業
所
々
荘
の
地
方
に
属
す
る
所
で

あ
り
、
物
鱒
所
在
の
地
方
は
之
に
奥
か
ら
ぬ
も
の
ご
解
轄
す
る
の
外
な
い
の
で
あ
る
が
、
併
し
其
れ
で
は
地
方
間

の
分
配
を
不
π
公
正
な
ら
し
め
、
連
股
の
傾
向
を
作
る
も
の
で
も
あ

b
、
地
万
聞
の
競
守
を
妨
げ
る
も
の
で
も
あ
る

か
ら
‘
此
は
、
此
土
地
家
屋
を
も
勝
目
業
の
物
的
一
苅
素
に
加
へ
て
、
地
方
課
積
曜
の
分
配
の
行
は
る
、
や
う
に
改
法

す
る
の
が
選
む
ぺ
き
だ
さ
考
へ
ら
る
る
。

不
動
斥
貸
借
業
白
地
方
問
課
枕

第
三
十
二
巻

O 

第二一就

七
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